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ホ村政則編 

『大系 . 日本国家史』第4 卷 （近代I) 

第5 卷 （近代n)

日本資本主義発達史の研究は，戦前論争以来，つね 

に実践的課題たるffl家権力の本質解明の問題を念頭に 

おきながらも，学問的作業の上では，その対象を主と 

して基腿構造ニ経済的下部造に限定して来た。本来 

の上部構造論の欠落した「旧労農派j ，「宇野理論:！系 

統のものでは当然のこととしても，•■講座派J系統の場 

合 （妙前のn日諧座派J 及び戦後その流;a を汲むものについ 

て）においても，教条化したテーゼや概念的なイデオ 

ロギ一を背景とする国家権力規定がアプリオリ一に前 

提されていた憾みがあり，下部構造的な発達史認識と 

政治的上部構造とりわけ天皇制国家体制認識とを， JK  

い意味での政治史的研究を通じて統合する，というよ 

うな真に総揺的な試みは，十分に行われていなかった 

ように思われる。

ところが，戦後30余年を経て，発達史研究の国家論 

乃至国家史的「総括』ともいうべき本格的作業の諸成 

果が, このはど漸くあjbわれるに至った。『大系.日本 

国家史』第 4 巻 (近代I ) , 第 5 巻 （近代n ) —一何れも， 

中村政則編—— がそれである。この研究関心における 

S 家論への志向は，本シリーズ全5 卷 （第1 . 2 , 3 巻は， 

それぞれ古代，中世，近世各時代の日本圓家史研究である)力、 

ら明らかなように，いわゆる60年代から70年代に至る 

時代状況を踏まえた麼史学研究全般の今日的傾向であ 

る力;，近代についてはとくに16要な意味を担っている6

すなわち，日本の近代史，発達史研究にあっては，最 

近，その部門別♦問題別期r !化 ，細分化が著しく，そ 

れらの個別•庚証研究を通じて，戦前研究以来の日本 

資本主義像は激しい動揺と分解を余族なくされ，チー 

ゼの問題等についてもその根本的な反番，西檢討が迫 

られるととになり，絲ー的なビジg ンの社会構成論的 

再構築，近代史，発達史の国家論的「総括M が耍購さ 

れて来るという研究状況があった。そして，かかる問 

題意識と现資とめ係わりというパくでも，いまや政治的

成長を遂げた現代の民衆が当面する高度なプルジ3 ア 

国家が，かの敗戦と戦後改革;を介して明治期以来の夫 

皇制国家と連結している厳然たる事実からして，その 

現実的課題としての切実さは，近代以前の時代の比で 

はないのである。

(ニ）

以上のように，すぐれて現代的な意義をも'^日本国 

家史研究の近代篇（第4 ，5 巻）は，既に達史研究の 

分野で n日請座派」的ビジョンを克服すべき新たな研 

究を展開している中村政則氏を中心に，近代ま新究の 

ヴ:nチランを配し，さらに法律学者の参加を得，数年 

にわたって行われた密度の濃い学際的共同研究の成果 

であって，対象時期は，第 4 卷 （近代0 力％ 明治維 

新から明治憲法体制の成立期まで，第 5 巻 （近代D〉 

が，帝国主義成立期から1930年代の天皇制ファシズ 

ムの移行期まで，となっており，各巻め内容構成は以 

下の通りである。

第 4 巻 （近代I )

序説近代天皇制国家論  中村政則

明治初年の国家権力 原ロ清

天皇制成立期における国ま威信と対外問題

芝原拓自

明治国家と地方自治

第 5 卷 （近代!!）

近代天皇制ffl家の確立

日本帝国主義成立期の単部 

天皇制® 家機構，法体制の再編 

~ I Q I O 〜20年代における一断® -  

天皇制国家の人民支配

 治安維持法体制論-------

(三）
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まず，第 4 巻辟頭の中村論文び序説近代天皇制国家 

諭J ) は，傘者自身は各論に対するr総論J ではないと 

断ってはいるものの, 戦前の戦赂諭ザ*，資本主義論争 

から戦後の平，封帝®生義論争に至る天皇制国家論史 

の批判的検时を通じて, 「講座派的天皇制論j のn情 

第を試みることにより，天皇制国ま権力の麼史的推移 

を把え直す祝点を明らかにしているという意味で，策 

4 ，5 巻全体に対する見通しを与'えるものとなってい
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書 評

る （第4 容 3,282ぺ…ジ)o '

すなわち，往年の敝略論争とくに驟呂= 猪误論争に 

おける野呂の国家論•戦 略 論 （国家の本質規定と映略規 

定との直結）の再梭討にはじまり，かの32年チーゼにお 

ける天皇制把握（絶対主義を国家の本質としてでなく，国 

家機構の概念としてS1解していた) の再認識，服部之総，平 

野義太郞氏の天皇制閨ま論の再!!^味が行われ，服部説 

(明治維新ニ絶対主義成立説，日清戦後ニ审， 帝国主義転換説） 

におけも独自の国家理論の欠如（国家の本質と国家機溝 

との関係，国家と政府との区別，絶対主義と帝国主義との関 

係と相貝-等への無理解, 経済的下部借造還元主義の限界） に 

対して，平 野 説 （r国家権力の構造j 1954i p .理論社刊， 

r国家の機構と民主的変本』 1974年，新日本出版社刊） にお 

けるユニークな国家理論（国家論を構成する基礎範赌——  

国家権力，旧家機関，国家形態，政治形態等—— の整理,と

くに，r国家形態J ,  r政治形態J の概念を襟入することにより， 

上部{博造としての相対的独自性をもつ国家権力の本質を規定 

しようとする試み）の積極的評価， といっ た予備的手 

綠さを経て（3 ~ 3 4ページ)，天皇制国家認識のための 

中村氏の基本観点と概念装置が形づくられる。それは， 

戦前日本の天皇制家を把握するに当って， r p g 家の 

歴史的な階級的本質を示す< 国家類型> 論_ ! と，国家 

機溝（さまざまな国家機関の体系）を通じての政治的支 

配のあり方を示す「< 国家形態> 論」との二つのレぺ 

ルを明確に区別すること，及び，前者= < ■ 家類型>  

としては資本制国家範嚼に属しながら，後者= < 国家 

形態>  においては絶対主義的本質を維持する，という 

ように，両者の間の「埋めがたいズレJ の存在に谱意 

すること，とれである（33ページ他)。

ところで，従来の天皇制研究は，ホ村氏によれば， 

歴史分析としての明治維新論（矢皇制絶对主義論を通説 

とすろ）に懷斜し過ぎていたために，現状分析的色彩 

•がうすれ， 1920〜30年代のテーゼに見られるような， 

天皇制を[帝国主義段階.独占資本主義段階の権力と 

して把える視角を後退J させる結染となったところに 

問題がありX35ページ) , したがって，（■天皇制家の基 

本構造が確定する確立期の天皇制を，明治維新の方か 

ら見るのでなく，むしろ逆の方向から，すなわち32年 

チ- ゼが対象としたような5p：2jf的 .警察的天皇制の原 

型構造はいつどのようにして形成•確立= 定置したの 

かという観点から見直すJ 必耍がある（36ページ）とい 

うわけである。

しからぱ，こうした前提に立って通説を見直すとき， 

近代天皇制の歴史的推移，その段階规定はどのように

なるであろう力、。

まず，明治維新期では，その第一期 (幕末開国く1854〉 
~明治10年 <1877>前後， 新政権とくに大久保官僚独栽政 

権の成立）は，「天皇制絶対主義j の成立期であり， こ 

こでは，西欧の古典的絶対•主義とは異なるが，H 家類 

型及び国家型態の何れのレペルにおいても，一 応 （•半 

封建国まとしての絶対主義国家j と想定される。そし 

て, その第二期（明治10年代 <1877〉 明治憲法体制の発 

足く1S90> ) は， [古典的絶対、主義から日本型絶対主義 

(絶対主義的天皇制）への移行J したがって， 国家類型 

と国家形如との乖離.ズレがあらわれはじめる時期で 

あり（41 ~ 48ページ)，これが展開するなかで,.天皇制 

国家の確立. 本格化となるのであった。すなわち，通 

説のように，天皇制絶対主義が，18904jiの明治憲法体 

制の発足とともに確立したのち，その質的転換乃至修 

正を遂げたと見るべきではなく，むしろ，立憲制の 

[法的外被」を与えられた夫皇制が， r 日清，日露の商 

戦ギ経過することによっていっそう内卖をかため， 

1900〜10ザ-にほ己を確立したと見るべきJ ものであっ 

た （3 8 ~ 9 ページ）。

かくしてSTfi立した天皇制国家は， r国家類型として 

は，特殊後進国的構成をもつ帝国主義国家」（==資本制 

国家）でありながら，国家形態としては， r機構が絶対 

主義的であるj というズレをもつととろに大きな特徴 

があり，とれは，確立期以後，1920年代，30年代〜敗戦 

のファシズム期に至るまで，基本的に一貫していたの 

であるが，この歴史過程を通じて，以上の「ギャップ 

を埋めようとする動き」もまた必然化することとなり， 

rこの点にこそ天皇制権力の底史的本質が鎭染的に示 

されてくるJ のであった（64ページ)。それは，具体的 

には，国民諸階級，諸陪層に対するを配，統治の仕方 

における，一般のプルジョプ国家とは異なった[特殊 

かつほ雑な政治過程J を生み出し， I■天皇制（官惊）と 

プルジョアジ一及び地主階級の三者のf永続的プロッ 

クJ が，たえず内的矛盾の緊張J をはらみ，この 1■プ 

ロック」の励播，内部対立と天皇制国家の対外侵略の 

拡大とが；相互作用的にュスカレートして，日本'帝B  

主義独特のバターンをつくり出していったのだ，とい 

う認識に到達するのである（54~ 57ベ一 ジ)。

以上に見られる中村氏の「講座派J天皇制国家説ぽ構 

築の試みは，同氏の発達5ti研究（経済的下部.構造次元の） 

を前提として，こ.れまでこのまの問題に取り組んだ先 

駆的な存在たる服部之総の見解（天iii制国家の絶対主義 

よりボナパ/̂レティズム<^rビスカレク的睡粒説J)の克服を意

65(5 び i )
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図したわけであり（58~ 59ページ），それは，結局，明拾 

維新期の「天皇制絶対主義論J と1930年 代 の r夫皇制フ 

ァシズム論J との，本格的な架橋作業だったのである。 

しからぱ，このような中村氏の新しいビジョンは，国 

家史研究の個別•具体的な次元で，どのように展l3fJせ 

しめられてゆくのか，各論的な-諸論稿は，このことと 

どのような関係におかれているのか，以下，順を追っ 

て諸論稿を迪ってゆくととにする。

(四）

各論第- ^ の原口論文（『明治初年の国家権力』）は， 明 

治初年における天皇制® 家権力につき，り戈辰内乱期 

から廃藩置県前後まで， すなわち慶応4 (明治元）年 

(ises) から明治4 (1871 ) 年までに限定J して，「明治 

太政官制の成立，確立の過程j ，「とくに廃藩置県前後 

における太政官を中心とするま*制改革問題」に焦点を 

おいて考察したものである（67ページ）。 -

この時期の国家権力の総体的把握において既に定評 

ある見解を発まされでいる原ロ氏び日本近代国家の形成』 

1963电，お 波 r日本歴史叢書J ) は，ここで，戊辰内乱の 

開始以後，いわゆる雄藩速合的性格を急速に変えてゆ 

く維新政権にとって，かの五ケ条誓文が，単に一時的 

の政略にとどまるものでなく, その後の国家統治上の 

重要な政治理念としての意義をもっていたこと，版籍 

享遺の断行と職員全による太政官制の発足によって， 

国家権力の集中化が前進したにも拘らず，なおそれを 

制約する過渡期的な矛fiaが存在していたこと，そして, 

力、かき制約が，政府部内の対立等にもとづく好余曲析 

を経て，一応?!£服されるのが，かの廃藩置県前後に至 

って行われた一速の機構♦宜制改本であったことを， 

豊富な引課によって明らかにしている。とくに太政官 

(太政大臣) が，立法，行政，司法の三権から兵権（軍令 

*軍政）に至るまでを一元的に支配し， 中央から地方 

に及ぶ統治体制を樹立し，これらの上に立って太政大 

臣が天皇補弼の任[2;当たるという制度，しかも，薩長 

藩閥を中心とする維新の元激らによって，こ の 「早熟 

的j に 「肥大j 化した宵僚制の枢要ポストが独占され 

るという関係は， 少 な く とも明治年 (1885) の内閲 

制の発足に至るまで存統するのであり, そこに，絶対 

生ま君主制としての天皇制国家の独自性が，早-くも形 

成された点に，官制改革の画期的意義が与えられてい 

る（68〜 135ぺ'^ジ）o 

この原ロ氏の所見■は，さきの中村氏のぼ説に示され

た，天皇制国家の歴史段階のうち維新期の第1 期の規 

定ニ国家類型 . 国家形態の何れにおいても「半封建国 

家としての絶対■主義国家J ，という理解に対応するも 

ので，この時期に関する限り，雨氏の国家権力の認識 

に大差はないのであり，問題が出て来るとすれば，そ 

れは，二つの範畴の内容が変り，「天皇制絶対主義J力、

ら 「絶対主義的天皇制j = 「日本型絶対主義J へと移行 

しはじめる第2 期以陈についてであると思われる。と 

はいえ，原ロ氏の具体的な論証からもうかがわれるよ 

うに， 明治初年期（第1 期）の天皇制国家を「古典的 

絶対主義】として割り切れない側面も無視出来ないの 

であり，また，中村説自体が，原ロ氏の，明治22年明 

治憲法体制成立による r天良制確立と同時に修正』説 

の批判を前提としているのであるから，この辺の問題 

との整合的な関係が，天皇制国家の成立段階において 

明らかにされる必要があろう。

. 第二の芝原論文び天皇制成立期における国家咸信と対外 

問題』）は， 一般に， r階級社会における「本来の意味 

の政治権力j ニ 「政治的国家J J が，自らの統治行為の 

正当性を獲得するためには，被支配階級をもまき込ん 

だ，いわゆる 1■幻想的な共同利益j の追求が不可欠の 

ものである，という r ® 家論のひとつの原理的，本質 

的な問題j を踏まえ，[国家後力の私利私党的性格の露 

呈如何と对外政略の成否J とが， r s まの威信と威権 

ニ正当的統治の.命運にかかわるアキレスの胞J である， 

との観点から，天皇制の成立過程において，内治及び 

外交の面で以上の問題がどのように具体的にあらわれ 

ていたのかを，明治1 4年 （1 8 8 1 )の政変と同1 7年の壬 

午の変とについて分析した,ものである（139~ 1 41ページ)。

14年の政変については，まず，この政変を必然化し 

た背摄が，何よりも，海與たるI I由民権連動の腐のな 

かに立つ維新政府にとって，単なる小手先の技術をも 

っては解決出来ない国家形態ニ立憲制の問題に関する 

政争であり，絶対主義的尊制支配の機構を形成しつつ 

あった政権が， r旧家類型を興にする近代立憲制的国 

家形態の外的形式のうちに自己を正.雄立しなけれ 

ぱならないという矛盾j (W?ページ）ゼ、， 当局者の強 

烈な危機意識となってあらわれていたこと。しかも， 

r上からJ の 「近代化]による有司與制と政商との癒 

着 ，結合閲係が，いわゆる北海道拓使M分問題とな 

って露呈したことにより，これまた， I■「財理J 上の-^

「小事j で も 「行政事務ノ一小処分 J でもなくJ , 

rr公益j を保護すべき政権を私するというJ ひ52ペー 

ジ）国家論上の本質的[IIJ題であるが故に， 政府当局の

6 6 ( 5 ^ 2 )
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決断— 内部分数を冒してまでもr專制政府の「困難 

(切迫）ノ極点j における起死回生の決断，国家形態で 

は r将ニ撒頭徹尾一*步ヲ譲9 ザ丄る政変j (155ページ） 

一一が不可避であったこと。 そして，「民権諸派にと 

ゥては青天のヘキレキJ (159ページ）ともいうぺきこ 

の政変は後，来るべき国会開設にそなえるための天皇 

制® 家機構の再編，強化—— 皇室財産の設定，ぐ老院 

，上院制鹿,華族爵位制庇の検討，軍隊，警察制度.官僚 

行政機構の整備等々—— が急速に進むなか'";e, 自由党 

(と < にその中央部) の政治姿勢の後退， プルジョア民あ 

主義運動の指導部としての革命政党からいわゆる「準 

備政党J への値斜♦変質，自由民権運動に対する政府 

の分断政猿の奏功という結果となり，攻守ところを変 

える政治情勢の逆転を通じて，公権力の威信を維持し 

得たこと（158^174ページ)。以上が明らかにされる。

政治情勢臉換のし、ま一つの彻j面をなす壬午の変への 

对^^の問題は，次の通りであった。すなわち，かの江 

華鳥事件以来の对朝鮮政策が，権力外交による不平等 

条約の強要という結末となる過程で，とくに壬午のま 

を契機として, 維新政権の朝鮮.中国に対する国権拡 

張 ’ 軍国主義路線が明確となり，!■アジヤ譜民族にたい 

する"武装した天皇制"，軍統帥権，軍事外交大権の唯 

. 一の主体としての天皇制のあり方j C!75ページ）力，、確定 

したことによって，【一年まえの私利私党的政府は， 

いまや… …絶対的君主とそ f国益」ニ！■社会共通ソ幸福J 

の唯一最高の保護者であり，官僚制と軍隊.警察はそ 

の機能の遂行手段であるという名分J (ISlページ）を 

獲得したわけである。そして，これに対する民党諸派 

の論調は，むしろ，対外的危機感からする国家主義的 

傾向が強ぐ，「政 府 と [原理的に相対立する論理J を 

もち，•’‘…内ま優先= 唐制S 家との対決民権雄立を 

驻本としていた』 （186ページ）と， これまで評価され 

て来た自由党にしても，さきの政府の分断政策とも相 

，俟って，一部の地方支部の急進化（いわゆ激化事件）と 

は逆比例的に，中央部の官民調和路線への傾斜を強め， 

結局は，政麻のa 権主義的 ‘ 軍国主義的「国是]の枠 

組みにはまり込んでいったのであり，かくして,明治 

政権は，天皇制♦立憲政体にとって万石の基礎を得る 

ことになゥたのである（181 ~ 1 90ページ)。

以上の芝原臉文は，国家論の原点に立ち返っての極 

めて明快な説明ではあるが，反政府勢力さらに一*般民 

来の国ネ■Sへの同調性の問題は， この揚合,いわゆる 

f幻想的な共同利益」一般ではなく，その，遥かに日本 

めな問題に根ざしているのであり，天皇制国まのffeit

書

把握のためには，芝原氏も注目されているように， 

rいわゆる市民社会と政治的国家との分離も端緒的な 

この段階ですでに，特殊的，私的諸利害から独立する 

[一般的利害」ニままの要求があらわれており，それが 

国家権力のあり方を制約しはじめていたJ (192ページ） 

という関連こそ， 日本的風土との係わりで掘り下げを 

要する問題であろう。なお，とこでも，さきめ原口論 

文の場合と同じく， 「立憲体制への移行による天皇制 

確立と同時に修正j 説が前提されているようであるの 

で，天皇制成立から確立への歷お段陪的な間題につV、 

ては， 中村説との何ぎかの整合が必要となるであろ 

ぅ。

( 五）

第兰の海野 . 渡辺論文び明治国家と地方自治J ) も， 

国ま論の本質に触れる問題意識に立って唐かれている 

点で，極めてユユークな存在である。 ’ .

すなわち，従 来 の {■講座派_!理論による天皇制国家 

の理解の仕方に対しては，既にいろいろな自己批判が 

あり，’最近では，側えぱ山崎隆三氏の貝解のように， 

絶対主義（ニ天皇制の国家機構面において），プルジョア 

0 その士合.機能面において）国家であるとするバラド 

キシカルなものまで見られるに至っているが（大阪市 

大 『経済学年報』第35集，1975年) — 但し，これを，[国 

家類型J • r国家形態J とV、う二つの!^晴で整理したのが 

さきの中村説だったのであるが—— , ここで両氏の所 

説によれは’，天皇制の問題は，もともと「国家ニ機構 

論的把握ではおおいつくせない領域があまりにも大き 

いJ のであり， f国家ニ機構論に固執する限り， 天皇 

制 r絶対主義J はプルジg ア■家における絶対主義的 

S 家機構の残存-な 、しは継承としてしか位置づけられ 

ない』（200ページ）というととになる。 そこで， かの 

アントニオ• グラムシの独創的な国家論の考え方をと 

り入れて，さきの機構論を，グラムシのいう「狭義の 

国家J > =  r政治社会J ニ国家権力論として把握し，こ 

の r狭義の国家j と r広義の国家」（ことでは， r市民社 

会J における，非国家的レペルで，強制によってではなく， 

被統治者の同意によって階級支配が成立する）との，両者の 

区別と■ 速 . 統一*を明らかにする，という祝点から， 

国家機構論中心の天皇制理解を党服しようとするの 

である。しかし，市民社会も政治社会もともに未成熟 

で, 両 者 の 「均衝J ‘的機能が十分に作用していなかっ 

たわが国の場合，西欧社会を前提とするグラムシの理

評

6 7 (6 6 3 y
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論を直ちに適用するわけにはいかないので，そこに， 

わが国の r市民社会j 的構成を i■政治社会J との関速 

で具体的に検討する必要があり，. これが，国家支配 

の 「基礎的社会関係j ともづとも深くかかわりあう「地 

方体制j .としての地方自治に郎してとりあげられる 

( 1 9 7 ~ 2 0 6 ページ )o

そとで，自由民権運動の高揚期（明治9 ~ 1 4¥)につ  

いて，民権派の地方自治に関する論調を，立憲制構想 

との関連で探ってみるならぱ，以下のような情勢が見 

出される。

すなわち，まず，立憲構想における過激民権派（立 

志社，評論新聞に代表される），穩傭民権派（報知， 日♦朝 

野，曙さの諸紙に代表される）及びとれらに対する漸進 

派 （東京日々に代まされる）相互の論争を通じて， 地方 

民会設立の必要性が主張され，各種の実践活動も行わ 

れたのであったが，その背景には，地粗改正反対運動 

に反映される地方民衆の日常要求の抬頭，地方のプル 

ジョア的発展，結社活動を通じての地方的指導者ニ豪 

，層の政治的成長があったこと。そして，政府専制， 

中央集権の強化にともなう地方の衰退がもたらされて 

いる事情とも関連して，中央レペルでの国会開設の問 

題と，地方レベルでの地方分権，地方自治の間題との 

関 係 （両者の何れが® 先するか，あるいはどのような関係で 

両立するか等）力; ，英 . 仏の自治思想の，響のもとに論 

議され, 府県自治論を内容として， 「卖質的国会自治 

論J (な志社，報知系)， [政府対決的自治論J (朝野系)， 

[漸進的府県自治論j (毎日系）等の幾つかのパターン 

が生れ， とくに府県自治重拱の立場は， 「自治意識に 

めざめた地方的な資本主義の担い手たる豪農層(=地方 

のミドルクラス）を主体に，より広き人民意志の反映を 

可能とする近代的府県自治が意図されていたJ (235ぺ 

—ジ）こと。地方自治論は， さらに， その原素たる町 

村自治，町村会の問題にまで進んで，民権派.諸紙の 

fV村 0 治論も盛行を見，戸長公選制をはじめとする民 

選地方宜制の採用，地方官給与iの地方税支弁による地 

方財政の独立等々，地力人民の参加を前提とする民主 

的地方自治の問題が，府県自治論に併行して提起され 

てはいたが，もともと町村社会の理解において村落内 

部の封翅的な諸関係や旧意識の克服なく，維新以前の 

慣習にもとづく生活典同組織という側面を独く残した 

ままの豪農® 中心の述動であったととろから，有 聰  

制に対抗しながらも，天皇制の支配に弱い日本的地方 

I’iT治が生み出されるに至ったこと（20ア~ 251ページ)。

こうしたは権運動の情勢に対して，政府は，言論 .

巡動の弹庄政策を银化しつつも， 他方で， r人心の収 

魔J , 「同意の契機J を把える必耍に迫られ，全国地方 

の指導層すこる地主* 豪農層…一民権運動への同!^者乃 

至指導者であった—— の I■政治勢力J としての解体を 

はかり，かれらを， く政府の社会的柱石として西編 

成するための新たな政策，制度改本が展開するのであ 

り，それが明治17年 （1884) を画期とする地方制度の改 

革だったわけであるが（これが，明治20年代初頭に本格化 

する地方自治制施行の並礎となる）， その本質は， 要する 

に，P 長宜選等を通じて, 区町村の地方末端行財政を, 

府知事 •県令—— 郡長という中央集権の系列に編入し 

官治統制を強めることによって，いわゆる r行政村J 

を [ 自然村J から分離し， •■伝統的な生生活共同 

休と行政単位との統を分断して，典同体内的自治 

をもっぱら非政治的な世界に閉ぢ込める，というもの 

であった(251~277ページ)。

この論文の大きなメリットは，天皇制国家の支配原 

理を把える手段として，グラムシの r広義の国家j 概 

念を導入し，これを機構の概念（[狭義の国家j に対あす 

る）に对置しつつ，両方の内容の读透し合う関係を， 

明治国家の成立期ニ fi}由民権期の地方自治の問題のな 

かに追求しようとしたところにある，を思われるので 

はあるが， 実は， r広義の国家J の間題は， 政治的世 

界とともに非政治的世界の領域にも大きく係わってお 

り，とくに日本的地力自治の理解については，啓蒙的 

な自治思想 . イデオロギーもさることながら，共同体 

を基盤とする地方民衆の生活構造全般に即して把える 

視点が重要であろう。 「機構論」としての天皇制国家 

論の克服も，これを手懸りとしてこそ，新たな方向が 

見出せるのではなかろう力、。

(六）

第ラ卷に入って，第一の中村 ‘ 鈴木論文（『近代天皇 

制国家の51立J ) では，第 4 巻序説における中村氏の国 

家論の基本脑晴にもとづいて，天皇制国家（絶対主義 

的天皇制) 概念を，一定のズレ（ないし対立，相克）をも 

つプルジ3 ア ♦地主国家類型と絶対主ま的国家形態と 

の，両者の統一体として理解し，その歴史的极拠は， 

日本資本主義発展の内的編成，桃造的特質と，クごれを 

外から媒定し続けた0 際的契機（とくに戦ガtと植民地支 

配）の問題との招互媒介的作用に求められねばならぬ, 

というより発展的な兄解を,近代天皇制国家の她立期 

(1900~1910举頃，日清敝後 0̂̂国併合まで）について，具体
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的に論証する。

まず国家類型の而からは，いわゆるプルジg ア，地 

主プロック論が,新たな観点からぼ構成されるのであ 

るが，ここでの問題は，権力を直接に掌握していない 

プルジョアジ一と地主が，天皇制® 家権力の r絶対的 

性質』とどのような関連にあり，また，このプルジョ 

ア，地主プロックび永統的J プロッ.ク）力; , rいついか 

なる契機とプロセスをへて天皇制国ま権力の階級的基 

礎となったJ 力、（7 ページ）といことであり，それは，

日清，日露の r軌後経営J 過程の考察から明らかにな 

る。すなわち，日 露 「戦後経営J を経て，日本資本主 

義が独占段階への移行を開始し，帝®主義への転化を 

完成せしめたことを背爱として，日清戦後以上に，国 - 

家資本， 国家機構の巨大化，肥大化による天皇制軍部 

官僚の相対的独き性の強化，特権的財岡資本と非特権 

的産業資本の格差拡大，天皇制官僚と財閥プルジョア 

ジーとの結合， r永続的J プロックの第一の環として 

の官僚* 財閥プロックの形成。他方で，財政経済政策 

をめぐる深刻な利害対立を胎みながらも，戦後の植民 

地問題の緊迫（植民地支® と戦争，軍拡との惡循深） と下 

からの階級対立の危機び労働問題J, r社会問題j, r小作 

[旧題J の登場) , という内外の両契機によって， プルジ 

a ア ，地主プロックの第三の環としての確立（第二の 

環は，官僚一地生プロック）。かかる「永続的J プロック構 

造確立の時期は1910年前後とされる（6 ~ 40ペ- ジ)。

次に国家形態論のレペルで問題となるのは，高度の 

独自性をもつ[夫皇制軍部. 宜僚を維持，ぽ生産する 

軍事，官俊機構の特質J (41ページ)及びプルジョアジ 

一.地主の政的支配階級としてのあり方を明らかに 

することであり，ぐれについては， 日露戦後における 

天皇制国家の成熟の内実の具体的考察が行われる。

すなわち，. 国家機構としてば，何よりも日本の「帝 

国主義国家化J という情勢に対応して，文官，軍官の 

何れにおいても，維新期以来の藩閥勢力に代って，近 

代教育を受けたュリ一トたる専門官僚群が登楊し，分 

業体制の整備された官僚行政機構を支配するに至り, 
とくに軍事官僚においては，議会勢力のみならず内閲 

に対してすら，その独自性を主張し，超越的な政洽カ 

を発师するようになる軍部勢力ニびilが，植民地の軍 

事变配体制との関係で形成されていったこと。そして， 

これまた，極；̂情勢に対応すぺき举国一致体制のもと 

に， 憲政友会の結成0 9 0 0 )を画期として，宜僚勢 

力との妥協•提携へと斌きつつあった政党が，抬頭す 

る都市プルジn アジ-•の利害を吸上げ，その政治勢力

としての組織化を進めるととにより，それまでの地生 

政党からプルジg ア . 地主政党へ，帝国主義的政'党へ 

と变質してゆき，さらに，このプルジ3 アジ一の階級 

的利害を，立法機関= 譲会を通さずに官僚に結びつけ 

る意志素通（諮問，答ホ. 建譲） のパイプが， 資本の 

•■重層的序列構成J に応じた諸組織の媒介を経て整備 

されるに至ったこと。最後に，天皇制-女配を広く民衆 

レベルにまで貫-徹し，公的権威をもって国民のr同意J 

を確保するものとして,天皇制イデオロギーの確立と 

いう侧而があるが，これは，資本主義の展開による， 

その社会的基盤（家父丧的な村落共同体的社会）の[不断 

の喪失j という流れに逆行しておこなわれたもので， 

国民のナショナルな意識をすべて独占するという形を 

とったのであったが，具体的には，義孩教まにおける 

教ま勒語精神の做底化， 教育内容の国家統制（教科書 

の国定)， 地方改丧運動と関連しての青壮年教まの統 

制 ,軍国主義思想の注入，軍部による国民組織化（帝国 

在鄉审人会の設立）等々となってあらわれたこと（41 ~ 82 

ページ)。以上である。

こ(0中村 . 給木論文について，なお疑念の余地があ 

るとすれば，それは，やはり基本的に，中村氏の発達 

史把握の点に由来するもので，例えぱ，国家類型論と 

して，これまでの天皇制プロ >>ク権力論に酬染んで来 

たものにとっては, どうして地:11. プルジョアプロジ 

クでなくして, いきなりプルジョア，地主プロックで 

あるのか，その辺の説明が欲しいであろうし，また， 

このことと関速して，国家形態の問題で，政治的支配 

階級としてのプルジョアジ一の存在が極めて糖極的に 

とり上げられているのに反して，地主の存在，その地 

位 ，位置づけ（ぞの変化の間题も含めて）が必ずしも明 

らかでない，というような間題であろう。それにして 

も，中村氏の独創的な発達史の論理と天皇制国家の論 

理とがよく対応，結合して，全体的に整理，体系化さ 

れており，密度の頗る濃いものになっていることは間 

，違いない。

( 七)
，，パ

第二の由弁論文（『日本帝国:!£義成立期のi p部J ) は，前 

論文に登場した天皇制単部の問題を，日露戦後の'帝国 

主義の本格化段階に至る軍?}f機構の具体的な動態分析 

を通じて掘り下げたもので,いわゆる統帥権の独立を 

はじめとする軍隊. 审車機構の制度的# 権が，け人1し 

て絶対的なもので'なく ,他の国家諸機関との関係で恋

69(5<?5)
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化する相対的なものであったことJ (91ページ）に®意 

しつつ行われている点が，注目される。

すなわち，明治憲法制定時の国家機構上の軍隊，軍 

事機構の法制的位置づけが，憲法条文の解釈'^、かんに 

よって一様でなかったものが，軍ポ権の独立を志向す 

る陸軍首脳の慣行によって，以後の傾向として*統帥 

権の独立が事実上強化され，日清她後のSfi備拡張のな 

かで，いわゆる幅糧上奏権の拡大,軍部大臣現役武官 

制 , あるいは台湾総. 武官制の確等々となり，さらに， 

日露戦後の軍拡と植民地経営がいよいよ本格化する過 

程ガ植民地ま配の憲兵政治化（朝鮮総督に代表される) , 

軍部の政治勢力化（前論文でも指摘）という方向へ傾斜 

していった経緯が， キメ細かく迫求される（9 2 — 脱  

ページ) 。そのなかで，とくに統帥権の問題にウいて， 

政府と参謀本部‘(国務と統如）の对立が天皇のもとに 

もち込まれ，そ®最終的な調停と決断が天皇の御沙汰 

によってはじめて可能になる，という深奥のルールが 

示されでいるくだりは(I39, ISOページ)，かの第二次大 

戦の終結における天皇の御聖断につながる意味をもつ 

ものとして，その歴史的な重みを痛感させられる。

第三の利谷 . 本間論文（『天皇制国家機構，法体制の^? 
編—— 191 0 ~ 20年代における一断面—— 』）は，国家史研究 

の数少ない学際研究の一っとして，法律学の専門研究 

者の手になる諭稿である。 ここでは， 1910〜2 0年代 

( ニはぽ大IE期に相当する）のプルジョア的諸改革に関す 

る，従来の研究成来を前提としながらも， それらが 

r国家機構，法体制の‘骨格の分における再編現象を 

明らかにしたが,■家機構の深部における再編現象と 

H 家機構が人民の生活と直接に接独する部面における 

再編現象とその意義の解明にまでおよんで_ !いなかっ 

たものと見て， 「これらをも视野に入れて国家機構’ 

法体制の再編の全体像を構成j し， r次の時期への移行 

の問題を分析する手掛り」をも得ようという問題意識 

から，当時の r支配体制が直面した®I際的.国内的危 

機の’諸耍因との関係j においてひ66ペ- ジ）法休制:PJ 

編現象が考察される。対象は大きく三つにわかれ，第 

一は， rこの時期の政策決定過程に重要な役割を果た 

した患議機関J , 第二は， 「軍部と圍務各機関（および 

財界）との交站fを実現する新しい国家機関J , 第三は，

!■支配佚;の動揺を生み出す各稱の争議の解決を述じ 

て,深く国民生沾のなかに国家権力の触手を延ばすメ 

力ニズムとしての調停制度J ひ59ページ）である。

第- - の審議機関としては，臨時外★ 調查養員会,経 

済調査会と臨時財政経済調査会，臨時教育会議，臨時

法制審議会がとり上げられているが，これらは何れも， 

日本帝国主義の活動期における内外の危機的問題（第 

一次大戦を契機とする）に対飢する使命を帯びて設置さ 

れた点で，支配階級の各層を結毋した「挙国一致」的 

な性格をもちつつも， プルジ3 ア的利害の檢透は漸 

く濃厚となり，とくに経済関係ニ機関における政策形 

成を通じて，金融独占プルジg ア 'シ一と明"J官僚との 

迪紫が，既にかなり組織的な形で生れていた事実から 

は，昭和期の戦時国家独占資本主義の，すぐれて日本 

的 な 「原型』構造が想起されるひ62~ 1 74. 2 2 0 - 2 3 7 ^

ージ）。

第二の新しい{ ! 家機関としては，防務会譲.軍需エ 

業動員法が対象とされているが，これらも第一の場合 

と同様，变配階級内部の矛盾対立を孕みながらも「挙 

国一致J 的な合意によってつくられ，前者では，政党 

による軍旧批判，護憲運動の抵抗のなかで，軍部勢力 

力';，のちの15年戦争ニファシズム体制への足場を確保 

してゆくジグザグの過程が，後者では，帝国主義的利 

害の追求という路線上では，軍部と独占プルジョアジ 

一.政党の間に基木的対立はなかったことC対立があっ 

たとしても，それは，何れがイュシアティヴをとるかに関し 

てであった)，総力戦としての世界大戦の経験に学ぶ国 

家総動員体制への強い志向が見られたことのうちに， 

これまた早,C J lな被時国独資.ファシズム体制の先駆 

的な姿が，早くも登場していたことがわかるひ74~187
ページ）。

第三の調摩制度（これは実は，さきの臨時法制審議会の 

藩譲の結果生れたのであった）は，米騒動以後魚速に激イ匕 

した借地借家争議，小作争議，労働争議に処するため 

のものであったが，概して調停法がその実体法に先行 

している傾向（当時, 実体法のあったものは借地借家法の. 

み）からして， 調停なるものが， 「確定的な規範関係 

にしようとする紛ホ当事者の耍求に対抗して，規範関 

係を不確定なものとしつつ『丸く納める』ところの仲 

栽的調停であった』 （川岛-政宜 r 日本人の法まi y 1967 

岩波-m i 6 3 ~ i 69ページ）というにとどまらず， 「国家の 

政策によって紛争解決を方向づけJ (昭和戦争期には， 

強制調停の一般化となる），紛争当事者を国家の政策によ 

る操fpの対象とし， IT争譲J を媒介'として，国家権力 

が国民生活の中に深く入りこむことJ を意味したので 

あり, ここ't ?も， の ちの「r天皇制ファシズム」への 

移行の前提条件j (245ん340ぺ- ジ)の一つが準備されて 

いたのであった（以上，237~257ぺ一ジ)。

かくして，大正デモクラシー期の国家機構，法体制
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における rプルジョア的改ま」がいかにしてその対極 

たる昭和ファシズム休制につながってゆく力、が，多面 

的に実誰されることによって，とれまで見られたrプ 

ルジョア的改本J を過大評価する見解と過小評価する 

見解との落差の地められる契機がi a 出されつつあるこ 

とは, この研究の大きなメリットといえよう。

( 八）

最後の奥平論文（『天皇制0 家の人民支配—— 治安維持法 

体制論—— J ) も，戦前の天皇制国家の暴力装置の代表 

格であった治安維持法体制を法学的に分析したもので, 

この体制の歴史を，1920 (大正9 ) 年を出発点として， 

25年 5 月施行から28年 3 . 1 5事件までを第一期彼立 

期)，35年までの日本共産党攻撃を中心とした第二期 

(確立期)，41年までの法体制のファシズム化を特徵と 

する第三期(拡大期),⑩年に至る近代的法体系として 

の崩後期，に時代区分し，歴史過程全体との関連で第 

一期. 第二期の法体制が検討されろ(265 ~ 279ペ- ジ)。

この体制には，それに先立って，既に明治国家が築 

き上げた絶対主義的な治安法体制の骨組み，体質的な 

岳統があり（出版. i盤会.結社に对する警察的事前規制を 

はじめ，ミニ治安維持法とい;}^れる警察犯錯罰令，違警罪即 

決例，耍视察人視察制度等々)，1920年時点においても， 

警察当局の側に現行法のままで差支えなしとする認識 

もあったのであるが，さらに，新たな治安法制が必耍 

とされた根拠について，従来の通説的なrアメとムチj 

説びアメJ —— 普適法—— を与える条件として rムチJ

治安維持法—— が制定されたというもの)，あるいは，日ソ 

基本条約絶結による■内の本命運動への影響を重視す 

る見方等は，それなりに■評価されるにしても，立法自 

体に即した内在的耍因から見てゆこうというわけであ 

る （2 7 9 ~ 3 0 1ページ）-

そこで， 治安法制としての特傻をみると， I■明治的 

ニ伝統的j なそれが，国家権力のうちもっぱら行政警 

察に限定されていたのに対して，新しいそれは，さら 

に，「検察♦欺判（戦前の意味におけるrsj法J)や教育な 

ど一~■のちには憲兵組織を媒介として軍事も—— 広く 

ffl家権力一般をまきこんだものとして組み立てられ 

たJ のであり，その背後には，いわば I■警察港行型J 

を克服して「司法を中心にすえた治安* 思想対策J と 

なるべきであるという考えがあり，これは,司法当局 

の治安対策への介入となって現樊化していったのであ 

るが，rとの立楊こそ，過激社会速勘取缔法案,つい

で治安維持法案を推進するものj だったのである（301 

ページ) o そして，成立，施行の運びとなった治安維持 

法では，そ の 「犯部はすべてFJ的罪であって，一定の 

明確な目的をもって（r国体ヲ变ポシ文ハ私有財産制度ヲ杏 

認スルコトヲ自的トシテJ) なされる行為のみを処罰する 

ものであるから，警察の溜用が大II®に押えられうるj 
(313ページ）といわれながら， そめ発動の仕方はまさ 

'に逆であり，法制の以後の展開のなかで，緊急助令液 

式による非立憲的なrfljc正j ニ改悪，死刑導入，目め 

卯対象から目的遂行罪対象（さきの目的遂行のための一 

切の行為が他前対象となる）ぺの推移等となる一方で， 

さきの r国体J 概念がやがて rr主権の所在J という 

憲法学的な意味を離れて」， r把えどころのない倘理的 

•道義的なJ もの—— ファシズム期には， r日本精神j , 

「臣民道」參権力者の恣意的な観念に変る—— となり， 

いわゆる特高警察の拡大，思想檢察の强化，思想參導, 

教IT統制へと進んでゆくのであり，しかも思想「転向J, 

r改俊J を求める r敢父慈母ノ態度J が強調された点で, 

「ナチスの思想統制などと違った日本的特質J が見ら 

れるのであった（332ページ）。

ところで，天皇制国家によって展開せしめられた， 

以上のような人民支配= 治安法体制の本質は，果して- 

どのように規定したらよいのか。中村説にしたがえぱ， 

国家形態肅のレペルにおける絶対主義規定= = [絶対主 

義的天皇制J によって質:かれるのであろう力'ソこの治 

安維持法体制の段階に至って，な お 「絶対主義的天皇 

. 制」の規定のみをもって（勿論，その動揺期という段階認 

識はあるが)， 新しい危機的事態のすべてを把えつくす 

わけにはゆくまい. （国家類型として理解されているrプル 

ジg ア，地主国家J 7 ! f S 「軍事的. 半封建的帝国主義国家J は， 

あくまで抽象的レペルのものにとどまる）。人民支配の絶 

対主義的性格と，やがて本格化してゆく軍部ファシズ 

ム的性格との，両者を統一的に説明し得るような概念 

装置が，国家形態論のレベルにおいても，何か必要に 

なって来るのではなかろう力、。奥平論文,の内容はこの 

ことを裏付けているように思われる。

以上， 『大系日本国家史J の近代篇2 冊にわたるA  

篇の論稿を通観して，各論に当る七篇は，中村氏の執 

讓されたものを除き，何れもュュアンスの相異を合み， 

それらが中村氏の序説によって総招されるという形に 

は必ずしもなっていないにせよ，とれまでの I■講座派J 

的な日本资本主義論における天皇制認識の通弊（天皇

7 1 ( 6 6 7 ' )
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制権力の☆ゐfii；ならね絶対的独自性の撒調と，基抵遺元主 

翁とのディレンマ）を克服しようとする点においては, 

期せずして共通の志向性が明らかであり，日本資本主 

義研究の総括としての天皇制国家論の到来を思わせる 

に十分である。願わくは，中村氏の独創的な分析祝角 

，方法論が，各論的研うセを通じてさらに膨域され，夭 

皇制国家の総体= 全体像がより精密化されることを期 

待すると同時に，舉礎構造的な日本資本主義（発達史） 

研究も，そうした本格的な国家史研究の成果に学びつ 

つ，真の社会構成体認識に近づいてゆかねぱならない 

と思う。 .
.〔第 4 卷1975年12月，第 5 卷 1976年I2月，何れも東 

京大学出版会刊〕 ゾ

尾城太郎丸

(経済学部教授）

ハ イ ン リ ヒ • ウインシユトック箸

桓 山 欽 四 郎 • 小西邦她訳

『ヒ ュ ー マ ユ ズ ム の 悲 劇 .

一 一 西洋的人間像に•おける真と偽一 - J

本書は，ギリシアヒューマニズムと近代西欧，特に 

ドイツヒュマニズムを主題として論じ，人問存在の 

食い目，悲劇というぽ点からヒューマニズムを追求し 

たュ ニ ー ク （？）な作品である。

評者は一読して，廣5̂ ^の内容が捨象されている作品 

であると制断した。因みに評者の本書に対する最初の 

評価は，概ね次のようなものであを。 [個を，人間を， 

更には社会や国家や諸階級を歴史から抽象して，あれ 

これの解釈を試み,索を企てる議論など腹立たしい 

ものはない。一^切の厘史的諸連関を抜きにして人間存 

在を語ることは，主観的独在論への道を開くものでし 

かない。本書の著者は一切の諸現実を，従って個も社 

会も国家も諸階級もすぺて [悲劇j の名の下に包括す 

る。著者は一人，オリンボスの山上に神々と席を同じ 

くし，下界の人問に託宣を告げ,る。"神を畏れよ" と。 

箸者にあっては，己が尺度が万物の尺度であり，歴史 

を切り捨て，傲然と絶対的ヒューマニズムを説く姿は, 

巨人の肩に乗り，背丈の高きことのみを自慢する诛儒 

に等しいものであり，総じて哲学的茶坊主の駄弁であ 

るJ 'と。

(ニ）

車実，著者の叙述からは歴史認識というものが感じ 

られない。 それはそれとして, 本邦訳書の原本（第2 
版〉が出版されたのが19S4年であること,そしヤ箸者 

ワインシュトヴクf t の生誕が1889年であることを少し 

ぱかり考えねぱならない。

本書第一 部̂，第二部併わせて全篇10章にわたって展 

開されている人問存在の倉い!^,,悲劇の意識はどこか 

らくるものであろう力、。その手思りとなるぺき著者の 

告白めいた章句が一"ヶ所ある。それは，.普遍意志から 

普遍路線へ，と題する木書第二部第八章にある。レ•
もしも人々力％ このわれわれの時代の人間として， 

つまり根本悪の現卖を再び体驗し，想と悪人が存在す
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